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港
湾
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

参
照
条
文

○
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
（
抄
）

（
港
湾
の
施
設
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
等
）

第
五
十
六
条
の
二
の
二

水
域
施
設
、
外
郭
施
設
、
係
留
施
設
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
港
湾
の
施
設
（
以
下
「
技
術
基
準
対
象
施
設
」
と
い
う
。
）
は
、
他
の
法
令
の
規

定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
法
令
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
技
術
基
準
対
象
施
設
に
必
要
と
さ
れ
る
性
能
に
関
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準

（
以
下
「
技
術
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
建
設
し
、
改
良
し
、
又
は
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
基
準
対
象
施
設
の
維
持
は
、
定
期
的
に
点
検
を
行
う
こ
と
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

技
術
基
準
対
象
施
設
で
あ
つ
て
、
公
共
の
安
全
そ
の
他
の
公
益
上
影
響
が
著
し
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を
建
設
し
、
又
は
改
良

し
よ
う
と
す
る
者
（
国
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
建
設
し
、
又
は
改
良
す
る
技
術
基
準
対
象
施
設
が
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
大
臣

又
は
次
条
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
「
登
録
確
認
機
関
」
と
い
う
。
）
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大

臣
が
定
め
た
設
計
方
法
を
用
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
土
交
通
大
臣
又
は
登
録
確
認
機
関
に
確
認
の
申
請
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

５

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
確
認
の
申
請
書
の
様
式
そ
の
他
確
認
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

○
港
湾
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
四
号
）
（
抄
）

（
港
湾
の
施
設
）

第
十
九
条

法
第
五
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
港
湾
の
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
港
湾
の
施
設
（
そ
の
規
模
、
構
造
等
を
考
慮
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
港
湾
の
施
設
を
除
く
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
港
湾
施
設
で
あ
る
も
の
に

限
る
。

一

水
域
施
設

二

外
郭
施
設
（
海
岸
管
理
者
が
設
置
す
る
海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
海
岸
保
全
施
設
及
び
河
川
管
理
者
が
設
置
す
る
河

川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
河
川
管
理
施
設
を
除
く
。
）

三

係
留
施
設

四

臨
港
交
通
施
設

五

荷
さ
ば
き
施
設

六

保
管
施
設
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七

船
舶
役
務
用
施
設

八

旅
客
乗
降
用
固
定
施
設
及
び
移
動
式
旅
客
乗
降
用
施
設

九

廃
棄
物
埋
立
護
岸

十

海
浜
（
海
岸
管
理
者
が
設
置
す
る
海
岸
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
海
岸
保
全
施
設
を
除
く
。
）

十
一

緑
地
及
び
広
場


